
 

－ 39 － 

１１ 裁判員として刑事裁判に参加したいか 

 Ｑ１１ 【回答票１１】 あなたは裁判員として刑事裁判に参加したいと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裁判員として刑事裁判に参加したいかどうかについては，「参加したい」が 3.8％，「参加してもよい」

が 11.7％，「あまり参加したくないが，義務であれば参加せざるを得ない」が 43.3％，「義務であって

も参加したくない」が 39.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「参加したい」，「参加してもよい」と答えた者の割合は，男女別では，男性が高くなっている。年齢

別では，20 代と 30 代が高くなっている。職業別では，お勤め(正規の社員，従業員。役員を含む)が最

も高くなっている。 

参加したい

参加してもよい

あまり参加したくないが，
義務であれば参加せざる
を得ない

義務であっても
参加したくない

わからない

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 今回調査

(n) 2,037人 2,025人 2,000人 2,005人 2,014人 2,011人 2,000人 2,000人 2,000人 2,000人

1.3 1.0 2.3 1.1 0.8 0.6 2.2 1.3 1.3 1.8

36.3 41.4 41.1 41.9 44.6 40.5 42.0 41.1 41.7 39.5

43.9
42.6 42.3 41.9 40.6 46.5 41.6 42.7 41.3 43.3

11.3
10.4 10.7 10.2 9.1 8.7 9.8 10.9 10.6 11.7

7.2 4.6 3.8 4.7 4.9 3.6 4.5 4.1 5.2 3.8
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(n)

【 性 別 】

男 性 (   965 ) 人

女 性 ( 1,035 ) 人

【 年 齢 別 】

20 ～ 29 歳 (   232 ) 人

30 ～ 39 歳 (   287 ) 人

40 ～ 49 歳 (   362 ) 人

50 ～ 59 歳 (   302 ) 人

60 ～ 69 歳 (   334 ) 人

70 歳 以 上 (   483 ) 人

【 職 業 別 】

お 勤 め
(正規の社員,従業員｡役員を含む)

(   714 ) 人

お 勤 め ( 派 遣 社 員 ) (    38 ) 人

お 勤 め ( 計 )* (   752 ) 人

自 営 ・ 自 由 業 (   177 ) 人

パート・アルバイト (   345 ) 人

専業主婦・専業主夫 (   439 ) 人

学 生 (    60 ) 人

無 職 (   226 ) 人

そ の 他 (     1 ) 人

*お勤め（計）は，「お勤め（正規の社員，従業員。役員を含む）」と「お勤め（派遣社員）」を合計したものである。
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１２ 裁判員制度への参加意欲を高めるために必要な情報 

【資料２】【資料２】【資料２】【資料２】実際に裁判員を経験された方のうち，47.0%の方が，裁判員に選ばれる前は，裁判員を「あ

まりやりたくなかった」「やりたくなかった」と回答されています。その一方で，裁判員として裁判に

参加した感想についてお聞きすると，96.3%の方が，「よい経験」「非常によい経験」と感じたと回答さ

れています。（平成２９年度アンケート調査結果報告書） 

 

 Ｑ１２ 【回答票１２】 あなたが裁判員に選ばれるかもしれないとして，参加意欲を高めるため

に必要な情報はどれですか。当てはまるものを，この中からすべてあげてください。（Ｍ.Ａ.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n=2,000,M.T.=204.5％) 

 

裁判員に選ばれると仮定した上で，参加意欲を高めるために必要な情報として，「裁判に参加して精

神的負担が生じた方への支援制度」が 47.8％，「裁判員として実際に裁判に参加された方の具体的な経

験談」が 44.7％，「勤務先における休暇制度（裁判員に選任された場合に利用できるもの）」が 44.3％，

「裁判員に選任された方へ支給されている経済的補償」が 42.4％，「周辺地域における一時保育・介護

サービス」が 18.9％などとなっている。 

 

今 回 調 査

Ｈ 29 年 度

Ｈ 28 年 度

Ｈ 27 年 度

裁判に参加して精神的負担が生じた方への
支援制度

裁判員として実際に裁判に参加された方の
具体的な経験談

勤務先における休暇制度（裁判員に選任さ
れた場合に利用できるもの）

裁判員に選任された方へ支給されている経
済的補償

周辺地域における一時保育・介護サービス
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男女別にみると，「勤務先における休暇制度（裁判員に選任された場合に利用できるもの）」，「裁判員

に選任された方へ支給されている経済的補償」は男性が高く，「裁判に参加して精神的負担が生じた方

への支援制度」，「裁判員として実際に裁判に参加された方の具体的な経験談」，「周辺地域における一時

保育・介護サービス」は女性が高くなっている。 

年齢別に見ると，「勤務先における休暇制度（裁判員に選任された場合に利用できるもの）」は，20 代

から 50 代が高くなっている。「裁判員に選任された方へ支給されている経済的補償」は，20 代から 40

代が高く，「周辺地域における一時保育・介護サービス」は，30 代が最も高くなっている。「裁判に参加

して精神的負担が生じた方への支援制度」は，50 代と 60 代が高くなっている。 

職業別にみると，「勤務先における休暇制度（裁判員に選任された場合に利用できるもの）」は，お勤

め(正規の社員，従業員。役員を含む)が最も高くなっており，「裁判員に選任された方へ支給されてい

る経済的補償」は，お勤め(正規の社員，従業員。役員を含む)とパート・アルバイトが高くなっている。

「裁判員として実際に裁判に参加された方の具体的な経験談」は，お勤め(派遣社員)とパート・アルバ

イトが高くなっている。「裁判に参加して精神的負担が生じた方への支援制度」，「周辺地域における一

時保育・介護サービス」は，専業主婦・専業主夫が最も高くなっている。  
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TOTAL 2,000 47.8 44.7 44.3 42.4 18.9 6.6 204.5

【 性 別 】

男 性 965 42.9 40.6 49.0 44.1 13.1 6.1 195.9

女 性 1,035 52.4 48.5 39.8 40.7 24.3 7.0 212.6

【 年 齢 別 】

２ ０ ～ ２ ９ 歳 232 36.6 39.7 64.2 50.0 24.6 3.0 218.1

３ ０ ～ ３ ９ 歳 287 42.9 44.9 69.3 56.4 31.7 2.4 247.7

４ ０ ～ ４ ９ 歳 362 48.9 49.7 60.2 51.9 19.6 1.7 232.0

５ ０ ～ ５ ９ 歳 302 55.0 38.7 53.0 45.0 15.9 3.3 210.9

６ ０ ～ ６ ９ 歳 334 54.2 49.4 28.1 32.6 15.0 8.1 187.4

７ ０ 歳 以 上 483 46.4 43.7 13.5 28.2 12.4 15.3 159.4

【 職 業 別 】

お勤め(正規の社員等)*1 714 44.4 41.6 68.6 49.4 16.7 2.4 223.1

お 勤 め ( 派 遣 社 員 ) 38 42.1 52.6 39.5 42.1 15.8 10.5 202.6

お 勤 め ( 計 )*2 752 44.3 42.2 67.2 49.1 16.6 2.8 222.1

自 営 ・ 自 由 業 177 46.3 43.5 27.7 41.8 11.3 7.9 178.5

パート・アルバイト 345 50.7 49.9 50.4 49.9 22.9 3.5 227.2

専業主婦・専業主夫 439 52.2 45.1 18.9 32.3 26.7 11.8 187.0

学 生 60 38.3 41.7 55.0 40.0 16.7 3.3 195.0

無 職 226 50.4 46.5 17.7 28.8 11.1 13.3 167.7

そ の 他 1 - - 100.0 100.0 100.0 - 300.0

*1 「お勤め（正規の社員，従業員。役員を含む）」

*2 お勤め（計）は，「お勤め（正規の社員，従業員。役員を含む）」と「お勤め（派遣社員）」を合計したものである。
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１３ 刑事裁判や司法などに国民が自主的に関与すべきか 

Ｑ１３ 【回答票１３】 刑事裁判や司法など公の事柄については，国や専門家に任せておくのでは

なく，国民が自主的に関与すべきであるという考え方について，あなたはどう思いますか。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刑事裁判や司法などに国民が自主的に関与すべきであるという考え方については，『そう思う』（「そ

う思う」＋「ややそう思う」）は 54.8％，『そう思わない』（「あまりそう思わない」＋「そう思わない」）

は 16.6％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『そう思う』（「そう思う」＋「ややそう思う」）と答えた者の割合は，男女別では，男性の方が高

くなっている。年齢別，職業別では，いずれも大きな差はみられない。  

そう思う
（５）

ややそう思う
（４）

どちらともいえない
（３）

あまりそう思わない
（２）

そう思わない
（１）

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 今回調査

(n) 2,037人 2,025人 2,000人 2,005人 2,014人 2,011人 2,000人 2,000人 2,000人 2,000人

平均点 3.43 3.43 3.39 3.43 3.35 3.39 3.49 3.43 3.44 3.55

4.8 5.9 6.9 6.2 7.6 6.6 6.8 7.4 7.7 4.3

14.6 15.4 14.9 14.3 15.7 14.7 12.8 13.9 12.8
12.3

29.9 27.9 29.0 27.8
28.6 29.8

27.2 26.5 27.1
28.7

33.9 31.9 31.2 33.5 29.9 30.7
31.7 32.6 32.8 34.0

16.7 19.0 18.1 18.2 18.2 18.2 21.7 19.7 19.6 20.8
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（5） （4） （3） （2） （1）
(n)

【 性 別 】 平均点

男 性 (   965 ) 人 3.63

女 性 ( 1,035 ) 人 3.47

【 年 齢 別 】

20 ～ 29 歳 (   232 ) 人 3.56

30 ～ 39 歳 (   287 ) 人 3.58

40 ～ 49 歳 (   362 ) 人 3.52

50 ～ 59 歳 (   302 ) 人 3.56

60 ～ 69 歳 (   334 ) 人 3.52

70 歳 以 上 (   483 ) 人 3.54

【 職 業 別 】

お 勤 め
(正規の社員,従業員｡役員を含む)

(   714 ) 人 3.57

お 勤 め ( 派 遣 社 員 ) (    38 ) 人 3.53

お 勤 め ( 計 )* (   752 ) 人 3.57

自 営 ・ 自 由 業 (   177 ) 人 3.64

パート・アルバイト (   345 ) 人 3.51

専業主婦・専業主夫 (   439 ) 人 3.49

学 生 (    60 ) 人 3.47

無 職 (   226 ) 人 3.59

そ の 他 (     1 ) 人 5.00

*お勤め（計）は，「お勤め（正規の社員，従業員。役員を含む）」と「お勤め（派遣社員）」を合計したものである。
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１４ 制度開始前・実施への期待・実施後の変化 

  

 

 

 

 

 

 

 

n=1,974 人 

Ｑ４：「裁判員制度が始まる前の印象」，Ｑ６：「裁判員制度の実施により期待すること」，Ｑ７：「現

在実施されている裁判員制度の印象」の各問の９項目それぞれの点数を比較してみると，「（ｃ）身近で

ある」，「（ｇ）手続や内容がわかりやすい」，「（ｈ）迅速である」はＱ４よりもＱ６，Ｑ７の点数が目立

って高くなっている。 

（平成２１年度調査結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２２年度調査結果） 

（平成２３年度調査結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２４年度調査結果） 

Q4「裁判員制度が始まる

前の印象」

Q6「裁判員制度の実施に

より期待すること」

Q7「現在実施されている

裁判員制度の印象」
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（平成２５年度調査結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２６年度調査結果） 

（平成２７年度調査結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２８年度調査結果） 

（平成２９年度調査結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】（今回調査） 

男性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性 

Q4「裁判員制度が始まる

前の印象」

Q6「裁判員制度の実施に

より期待すること」
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裁判員制度の印象」
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【年齢別】（今回調査） 
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男女別・年齢別にみた場合も，「（ｃ）身近である」，「（ｇ）手続や内容がわかりやすい」，「（ｈ）迅速

である」はＱ４よりもＱ６，Ｑ７の点数が目立って高くなっている。  

Q4「裁判員制度が始まる

前の印象」

Q6「裁判員制度の実施に

より期待すること」

Q7「現在実施されている

裁判員制度の印象」
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１５ 【性別】【年齢別】【職業別】の経年変化（Ｑ３， Ｑ１１） 

Ｑ３ 【回答票３】 裁判員制度が開始されてから，あなたの裁判や司法への興味や関心に変化はあ

りましたか。 
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※【性別】は５０頁に掲載。 

以前に比べて
興味や関心が増した

以前に比べて
興味や関心が減った

特に変わらない

以前に比べて
興味や関心が増した

以前に比べて
興味や関心が減った

特に変わらない

以前に比べて
興味や関心が増した

以前に比べて
興味や関心が減った

特に変わらない

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 今回調査

(n) 2,010人 2,013人 1,988人 1,986人 1,999人 1,984人 1,964人 1,976人 1,965人 1,974人

55.5
48.0

59.8 61.1 63.9 66.8 68.8 69.0 71.2 69.3

1.1

1.6

1.7 1.6 2.0
2.5 2.4 3.2 2.8 2.5

43.4
50.4

38.5 37.4 34.1 30.7 28.8 27.8 25.9 28.2
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H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 今回調査

(n) 268人 257人 258人 251人 239人 233人 242人 239人 226人 221人

20～29歳

57.5 55.3
64.0

72.5 69.0
76.0 72.7 75.3 75.7 75.1

1.5 1.2

1.2

1.2
1.3

2.6
1.2 2.9 1.8 0.5
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34.9
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H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 今回調査

(n) 370人 367人 379人 339人 333人 320人 313人 303人 289人 286人

30～39歳

58.4
49.9

65.4 62.2 65.8 68.8 69.6 72.3 73.7 78.3

1.4

1.6
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興味や関心が減った

特に変わらない

以前に比べて
興味や関心が増した

以前に比べて
興味や関心が減った

特に変わらない

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 今回調査

(n) 315人 319人 311人 326人 347人 353人 354人 353人 366人 362人
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56.5
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(n) 336人 320人 284人 302人 283人 279人 293人 298人 297人 301人

50～59歳
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H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 今回調査
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70歳以上
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